
長崎市公告第  号 

 

 公募型プロポ－ザル方式により委託業務の受託者を決定したいので、長崎市プロポ－ザル方式実

施要綱（平成２１年長崎市告示第１５６号）第１１条の規定に基づき次のとおり公告する｡ 

  令和７年６月６日 

長崎市長  鈴 木 史 朗 

１ 業務の概要 

⑴ 件 名  「長崎の WA！」等プロモ－ション展開業務委託 

⑵ 業務内容  「長崎の WA！」等プロモ－ション展開業務委託に係る説明書（以下｢説明書｣と 

いう｡）による｡ 

⑶ 履行期間   契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 

⑷ 履行場所   指定場所 

⑸ 予 算 額   １０,３０７,０００円（消費税相当額を含む。） 

 

２ 提案資格 

次に掲げる要件の全てを満たしていること｡ 

⑴ 長崎市契約規則（昭和３９年長崎市規則第２６号）第２条第１項に規定する者（同項後段の

規定により読み替えて適用する者を含む｡）に該当しない者及び同条第２項に該当しないと認

められる者であること｡ 

⑵ 参加表明書の提出期限までに、長崎市物品等競争入札有資格者名簿の「広報･宣伝･広告」及

び｢行事の企画･運営･設営｣の業種に登録があり、かつ、地域区分が市内、認定市内又は準市内

として登録がある者であること｡ 

⑶ 長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領（平成７年１１月７日施行）及び長崎市各種契

約等における暴力団等の排除措置に関する要綱（平成２４年長崎市告示第８５号）の規定によ

る指名停止措置の期間中でない者並びに長崎市事業所実態調査実施要領（平成１６年長崎市告

示第３０５号）及び長崎市元請･下請関係適正化指導要綱（平成２４年長崎市告示第８２９号）

の規定に基づく入札参加制限措置の期間中でない者であること｡ 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てが

あった者（更生計画の認可が決定され、又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。）で

ないこと｡ 

⑸ 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく清算の開

始又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基づく破産手続

開始の申立てがあった者でないこと｡ 

⑹ 本案件に参加しようとする者のうちに資本･人的関係がある者が含まれていないこと｡ 

⑺ 委員名の公表から審査結果を市長に報告するまでの間、特定審査委員会の委員に対し、特定

の者を有利にし、又は不利にするような働きかけを行っていない者であること｡ 

⑻ 令和２年４月から令和７年３月末までに完了した業務で、本業務と同種業務（地方自治体、

企業・団体等の魅力発信に関するプロモ－ション業務又はそれに類するもの）の履行実績があ

る者であること｡ 

 



３ 説明書等の交付期間、場所及び方法 

説明書は、本市ウェブサイトからダウンロ－ドして取得すること｡ただし、ダウンロ－ドによる

取得が困難な場合は、次のとおり書面により交付するものとする｡ 

なお、書面による交付を希望する場合は、事前に長崎市企画政策部広報広聴課まで連絡するも

のとする｡ 

⑴ 説明書の交付期間 

   公告日から令和７年６月１６日（月）までの午前９時から午後５時３０分まで（ただし、長

崎市の休日を定める条例（平成５年長崎市条例第３５号）第１条第１項に規定する休日を除く｡）  

⑵ 説明書の交付場所 

   〒８５０－８６８５ 長崎市魚の町４番１号（８階）  

   長崎市企画政策部広報広聴課（担当 亀本、山下） 

   電話 ０９５－８２９－１１１４ 

 

４ 参加表明書の提出期限、場所及び方法 

⑴ 提出書類 

  ア 公募型プロポ－ザル参加表明書（第１号様式） 

  イ 担当者連絡先（様式ア） 

  ウ 令和２年４月から令和７年３月末までに完了した業務で、本業務と同種業務（地方自治体、

企業・団体等の魅力発信に関するプロモ－ション業務又はそれに類するもの）の履行実績が

ある者であることを証する書類（契約書及び仕様書等内容が確認できる書類。写し可。） 

⑵ 提出期限 

   令和７年６月１７日（火）午後５時必着（提出期限内に３（２）の場所に到達していること｡） 

⑶ 提出方法 

   本案件に参加しようとする者は、アからウまでの書類を作成し、３⑵の場所に持参、郵送（配

達証明付き書留郵便に限る｡）により提出すること。なお、電子メ－ル及び FAX による提出は

受け付けないので留意すること｡ 

 

５ 提案資格の確認及び提案書の提出要請 

  参加表明書を提出した者について、公募型プロポ－ザル参加資格確認通知書（第２号様式）に

より参加資格の有無を通知するとともに、プロポ－ザル参加要請書（第３号様式）により提案書

の提出を要請する｡ 

  なお、提案資格が認められなかった者に対しては、選定しなかった旨及び選定しなかった理由

を公募型プロポ－ザル参加資格確認通知書（第２号様式）により通知するものとする｡ 

  通知予定日 令和７年６月１８日（水） 

 

６  説明書等に対する質問に関する事項 

⑴ 受付方法 

   説明書等に対する質問は、質問書（様式ク）に記載の上、電子メ－ル又は FAXにより下記⑶

に送信すること｡併せて、その旨を電話により連絡すること｡ 

   なお、提出書類に関する記入方法など事務手続きに関するものを除き、電話等による照会に

は応じないので留意すること｡ 



 

⑵ 受付期間 

   公告日から令和７年６月１７日（火）午後５時必着 

⑶ 質問書送付先及び連絡先 

   〒８５０－８６８５ 長崎市魚の町４番１号（８階） 

   長崎市企画政策部広報広聴課（電話 ０９５－８２９－１１１４） 

   FAX    ０９５－８２９－１１１５ 

   E－Mail  kouhou@city.nagasaki.lg.jp 

⑷ 質問に対する回答 

   令和７年６月１９日（木）までに質問を取りまとめ、質問回答書（様式ケ）により提案資格

を満たす者すべてに直接電子メール又は FAXで回答する｡ 

ただし、質問内容等を考慮した結果、直ちに回答した方がよいと思われるものについては適

宜回答する｡ 

 

７ 提案書の提出 

⑴ 提出書類 

   説明書６（１）のとおり 

⑵ 提出期限 

   令和７年７月１７日（木）午後５時必着 （提出期限内に上記３⑵に到達していること｡） 

⑶ 提出方法 

   持参、郵送（配達証明付き書留郵便に限る｡）により提出すること。なお、電子メ－ル及び   

FAXによる提出は受け付けないので留意すること｡ 

 

８ ヒアリング 

  提出された提案書について、提案者から説明を受けるためにヒアリングを行う。 

⑴ 実施予定日  令和７年７月２４日（木） 

⑵ 出席者５人以内（リモ－ト参加者含む。）とする｡ 

⑶ その他 

ヒアリング用の機材は提案者で用意すること｡ただし、ヒアリングに必要なスクリ－ン及び

投影機、HDMI ケ－ブルは本市で用意する｡また、説明は事前に提出された提案書に沿って行う

こととし、資料の追加は認めない｡事業の提案のほか、実施体制についても説明を行うこと。ま

た、説明書６（１）「１２ 自由提案」については、提案のどの箇所が該当するかを明確に説明

すること。 

   なお、気象状況等に応じてテレビ会議方式等でヒアリングを行う場合がある｡ 

 

９ 受託者の決定･非決定に関する事項 

⑴ 提出された提案書及びヒアリングを基に、特定審査委員会は、最も優れた者を受託候補者と

して特定する。 
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ア 評価基準 

 
 

提案書類 評価の視点・判断基準 配点

組
織
評
価

業務実績等調書
（様式ウ）

令和2年4月から令和7年3月末までに完了した業務について評価する。
過去５年間の同種の業務実績がどの程度あるか、件数だけでなく、実績の内容が本業務にふさわ
しいか等を総合的に評価する。
※同種業務実績とは、地方自治体又は企業・団体等の魅力発信に関するプロモーション業務又は
それに類するものをいう。

５点：同種業務実績（内容・成果が本業務と同規模又はそれ以上の規模）が５件以上ある。
４点：同種業務実績が３件以上５件未満ある。
３点：同種業務実績が３件未満である。

5

業務実施体制
（様式イ）
（様式エ）

業務に応じた担当者の配置や構成が明確であり、迅速で柔軟な対応が可能かどうか等を総合的に
評価する。（ヒアリング時の説明も踏まえて判断）
10点：担当者の配置や構成が明確であり、迅速でかつ柔軟に業務実施できる体制がとられてい
る。
８点：担当者の配置や構成が明確であり、迅速もしくは柔軟に業務実施できる体制がとられてい
る。
６点：担当者の配置や構成が明確であり、最低限、業務実施できる体制がとられている。
４点：担当者の配置や構成が明確であるが、業務実施において体制にやや不安がある。
０点：担当者の配置や構成が明確でなく、確実な業務実施ができない恐れがある。

10

業務等の実施方針
（様式ケ又は任意様

式）

長崎市の現状を踏まえた本業務の目的、コンセプト、内容の理解度を評価する。

15点：長崎市の現状を踏まえた本業務の目的、コンセプト、内容を十分に理解している。
12点：長崎市の現状を踏まえた本業務の目的、コンセプト、内容を概ね理解している。
９点：長崎市の現状を踏まえた本業務の目的、コンセプト、内容を最低限理解している。
６点：長崎市の現状を踏まえた本業務の目的、コンセプト、内容のいずれかにおいて理解不足で
ある。
０点：長崎市の現状を踏まえた本業務の目的、コンセプト、内容のすべてにおいて理解不足であ
る。

15

業務等の実施手法
（様式コ又は
任意様式）

（１）業務実施手順を示すフローの妥当性が高い場合、（２）業務実施のスケジュールの妥当性
が高い場合に評価する。

５点：（１）、（２）のいずれにも該当する場合
３点：（１）、（２）のいずれかに該当する場合
０点：（１）、（２）のうち、いずれにも該当しない場合

5

任意様式

市が提供したシティプロモーション戦略及び事業者が用意する論理的な根拠やデータに基づき、
今年度及び次年度を見据えた戦略的で効果的なプロモーション展開の全体計画となっているかを
評価する。特に次年度を見据えた戦略については、今年度のプロモーションの認知度及び長崎市
への愛着度分析を踏まえた提案が可能な考え方となっているかを評価する。

10点：非常に優れている。
８点：優れている。
６点：標準的である。
４点：やや劣っている。
２点：劣っている

10

任意様式

シティプロモーションの周知・浸透やイベントの集客のために、効果的な媒体選択・広告量等と
なっているかについて評価する。

15点：非常に優れている。
12点：優れている。
９点：標準的である。
６点：やや劣っている。
３点：劣っている。

15

任意様式

ウェブサイトのコンセプトを理解した上で、魅力的なコンテンツの更新が期待でき、閲覧者の興
味関心を引くことが期待できる提案となっているかを評価する。

10点：非常に優れている。
８点：優れている。
６点：標準的である。
４点：やや劣っている。
２点：劣っている

10

任意様式

話題性や拡散性があり、当該業務の目的の達成に効果が期待できる魅力的な提案となっているか
を評価する。

10点：非常に優れている。
８点：優れている。
６点：標準的である。
４点：やや劣っている。
２点：劣っている

10

自由提案
（任意様式）

話題性を高めたり、多くの人の興味や関心を高めたりするような、シティプロモーションの効果
を高める魅力的な提案であるかを評価する。

10点：非常に優れている。
８点：優れている。
６点：標準的である。
４点：やや劣っている。
０点：自由提案なし

10

参
考
見
積

参考見積
（様式オ）

業務規模と大きく乖離がないか等、業務コストの妥当性について評価する。
・予算額（10,307,000円）を0点とし、予算額の85％を下限として、提案額が15万円低くなるご
とに1点を加算する。
・予算額の85％を下回った場合は0点とする。
・予算額を超える場合は、審査の対象としない。
【計算式】
　（予算額（10,307,000円）－提案額）÷150,000円
　※最大10点満点、小数点第１位を切り捨て

10

100合計

自由提案

業務コストの
妥当性

●「※」の評価項目はヒアリング実施時に審査する。
※合計点が最も高い者が複数いる場合は、最も高く評価した委員の数が多かった提案者を受託候補者とする。さらに、その委員の数が同数の場合は、参考
見積の金額が最も低い者を受託候補者とする。さらに、その参考見積金額が同額であった場合は、くじにより受託候補者を特定する。
※実施方針等評価の「業務理解度」「実施手順」いずれかの項目で出席委員全員の評価が0点のものがある場合、または出席委員全員の評価の合計点が満
点の2分の1未満の場合は当該企画を失格とする。

実施手順

ウェブサイト
更新

提
案
内
容
評
価

イベント開催

評価項目

履行実績

広報・周知

実
施
方
針
等
評
価

業務理解度

※実施体制

広報戦略性及び
全体計画



イ 特別審査委員会の委員名は、次のとおりとする｡ 

区分 所属 役職名 氏名 

委員長 企画政策部 部長 日向 淳一郎 

委員 都市経営室長 室長 中里 昌弘 

委員 長崎創生推進室 主事 森 恒基 

委員 産業雇用政策課 主事 白坂 雄馬 

委員 観光交流推進室 主事 原口 葉月 

委員 子育てサポ－ト課 保健師 本村 清奈 

委員 住宅政策室 技師 呉林 敬介 

委員 広報広聴課 主事 佐藤 智美 

⑵ 決定及び非決定結果の通知 

特定審査委員会による提案書及びヒアリングの評価結果を基に、最も優れた者を受託候補

者として特定する｡特定審査委員会からの報告に基づき、受託者を決定し、決定及び非決定結

果は、提案書を提出したすべてのものに対し、令和７年７月２８日（月）（予定）に通知する｡ 

 ⑶ 決定された受託者と、長崎市契約規則に基づき業務委託契約を締結する。 

   なお、契約内容（仕様書等）については、提案内容を基に決定する。また提案時に参考見積

りを徴収している場合にあっても、契約締結にあたっては、あらためて本見積書を徴収する。 

 

１０ 契約締結予定日 令和７年８月４日（月） 

 

１１ 契約書の作成の要否  要 

 

１２ その他 

⑴ 本手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る｡ 

⑵ 提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び提案者としての提案資格を確認され

た旨の通知を受けなかった場合は、提案書を提出できない｡ 

⑶ 参加表明書及び提案書の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とする｡ 

⑷ 提出された参加表明書及び提案書は、返却しない｡ 

⑸ 提出された参加表明書及び提案書は、提案資格の確認及び受託者の特定以外に提案者に無断

で使用しない｡ただし、長崎市情報公開条例（平成１３年長崎市条例第２８号）に基づき、開示

することがある｡ 

⑹ 提出期限後における参加表明書及び提案書の差替え及び再提出は認めない｡また、提案書に

記載した配置予定の従事者は特段の事情がない限り変更することができない｡ 

⑺ 次の場合は、以後の提案資格を喪失し、参加表明書及び提案書を無効とする｡また、指名停止

措置を行うことがある｡ 

  ア 提案資格を満たさないこととなった場合 

  イ 参加表明書、提案書等に虚偽の記載をした場合  

⑻ 成果品に関する権利は、受託者固有の知識及び技術を除き、全て本市に帰属する｡ 

⑼ 受託者は、本業務を実施する場合においては、担当課と綿密に打合せを行うなど、相互の信

頼関係を維持し、かつ、守秘義務を遵守しなければならない｡また、契約終了後においても、知



り得た情報を一切漏洩してはならない｡ 

 

１３ 担当課 

〒８５０－８６８５長崎市魚の町４番１号（８階） 

長崎市企画政策部広報広聴課（担当 亀本、山下） 

電話   ０９５－８２９－１１１４ 

FAX    ０９５－８２９－１１１５ 

E－Mail  kouhou@city.nagasaki.lg.jp 


